
 

 

令和6年度 市・県民税・森林環境税 
 

 

特別徴収のしおり 

◆税額（税額変更）の内容、納税義務者の異動に関するお問い合わせ 

 市民税課市民税第一係 内線 2426・2427・2428 

    直通 （024）525-3791   

◆未過納税額照会、納入済の税額等に関するお問い合わせ 

 納税課納税管理係 直通 （024）525-3717 

福 島 市 

市区町村コード（07201） 

 

〒960-8601 福島市五老内町３番１号 

福島市役所 財務部 市民税課 市民税第一係 

電話 代表（024）535-1111 内線 2426・2427・2428 

 直通（024）525-3791 

定額減税制度についてのご案内がありますので、 

裏表紙もご確認ください。 



 

 

特別徴収税額通知の電子データについて 
 

令和6年度より、特別徴収税額通知（特別徴収義務者用・納税義務者用）について、電子データ正本の受け取りが可能となりました。 

   （特別徴収義務者用税額通知の電子データ副本については廃止となります。） 

（1） 電子データの送付について 
 特別徴収税額通知（電子データ分）の発送日は 特別徴収義務者用・納税義務者用ともに令和６年５月２2日です。 

  なお、納税義務者用の通知については、地方税共同機構のシステムを全国の自治体が利用する関係上、処理の集中等により、事業所様へ到着する日に 

 差が生じる可能性があります。 
 

（2） 使用不可文字について 
 特別徴収税額通知の電子データは地方税共同機構で用意されたシステムを用いて送付することとなりますが、特別徴収義務者用・納税義務者用の 

 それぞれにおいて用いるシステムが区別されています。 

 そのことに伴い、使用不可文字についての表示方法が以下の通り異なります。 

 

 ① 特別徴収義務者用 
 すべての項目において、該当する文字が全角アンダーバー（＿）に置き換わります。 

 

 ② 納税義務者用 
 氏名 ・・・ 該当する文字の読み仮名（全角カナ）に置き換わります。 

 氏名以外の項目 ・・・ 該当する文字が全角空白に置き換わります。 



 

 

― 目 次 ― 
 

 

1．令和6年度市・県民税・森林環境税の特別徴収について 

   

２．退職所得に関する市・県民税の特別徴収について 

 

３．異動届出書の記入例 

 

＜届出様式＞※各様式はコピーしてご利用ください。 

 ・普通徴収から給与所得等に係る特別徴収への切り替え申請書（P13） 

 

 ・特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書（P14） 

 

 ・ゆうちょ銀行・郵便局の指定について（P15） 

  

 

福島市ホームページからダウンロードすることができますのでご活用ください。 
 

①ページの入り方 

 ホーム→くらし・手続き→税金→個人市民税・県民税→申告・申請用紙等ダウン 

 ロード 

②ダウンロード可能な様式 

 ・給与支払報告書/特別徴収に係る給与所得者異動届出書 

 ・普通徴収から給与所得等に係る特別徴収への切り替え申請書 

 ・特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書 

 ・市民税・県民税特別徴収に係る納期特例申請書  等 

届出様式がインターネットから取得できます 

 

福島市公金収納金融機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

詳しくは納税課（024-525-3717）まで 

お問い合わせください。 

東 邦 銀 行 

福 島 信 用 金 庫 

秋 田 銀 行 

荘 内 銀 行 

七 十 七 銀 行 

き ら や か 銀 行 

北 日 本 銀 行 

福 島 銀 行 

大 東 銀 行 

福 島 県 商 工 信 用 組 合 

東 北 労 働 金 庫 

ふ く し ま 未 来 農 業 協 同 組 合 

ゆうちょ銀行・郵便局について 
 

 特別徴収の納入が可能な店舗は、東北6県（福島

県、宮城県、山形県、岩手県、秋田県、青森県）に所在

するゆうちょ銀行・郵便局に限ります。 

 上記以外の店舗を利用される場合は、最終ページ

の「ゆうちょ銀行・郵便局の指定について」をご確認

ください。 
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１ 令和6年度 市・県民税・森林環境税の特別徴収について 
 

別添通知書のとおりあなたの事業所（給与支払者）を特別徴収義務者に指定しました。つきましては、事務の円滑な処理を進めるために、 

    次の点についてご協力をお願いします。 

（1） 特別徴収税額の徴収について 
 

 特別徴収義務者は、納税義務者の年税額を令和6年7月から令和7年５月までの１1か月で徴収していただくことになります。 

 なお、特別徴収税額が6,000円以下の場合は最初の月で全額徴収になります。 

 ただし、定額減税の対象外（合計所得金額が1,805万円を超える方）の納税義務者については、年税額を令和6年6月から令和7年5月までの 

 12か月で徴収していただくことになります。 
 

（２） 特別徴収税額の納入方法について 
 

   同封の納入書により福島市公金収納金融機関（目次ページ）へ徴収すべき月の翌月10日まで納入してください。 

     納期限である毎月10日が土曜、日曜、祝日の場合、翌営業日が納期限となります。 
 

    ◎特別徴収に係る納期の特例について 
    給与の支払いを受ける従業員（福島市内、市外を問わず）が常時10名未満であり、一定の条件を満たす事業所等は、福島市長の承認を受けることに
 より、特別徴収税額を年2回の納期にまとめて納入することができる制度です。 

       6～11月までの特別徴収税額・・・令和6年12月１0日納期限 

       12～5月までの特別徴収税額・・・令和7年6月10日納期限 

 納期の特例を希望する事業所は、「納期限特例申請書」に必要事項を記入し、市民税課市民税第一係にご提出ください。 
 

     ※この特例は事業所が納入する納期の特例ですので、従業員からは毎月必ず給与支払いの際に市・県民税を徴収してください。 

     ※給与の支払いを受ける総従業員数が常時10名未満でなくなった場合は、必ず「納期特例非該当届出書」をご提出ください。 

     ※年度途中に申請する場合、納期の特例の適用はその承認を受けた月からとなります。 

     例）８月に承認を受けた場合 

       ６，７月に従業員から徴収した市・県民税・森林環境税・・・それぞれ翌月10日が納期限 

       8～11月に従業員から徴収した市・県民税・森林環境税・・・令和6年１２月１0日納期限 

       12～5月に従業員から徴収した市・県民税・森林環境税・・・令和7年６月１０日納期限 
 

（3） 異動届出書の提出について（詳しい書き方は9～11ページの記入例１～３をご参照ください。） 
 

 納税義務者に退職、転職等の異動があった場合は、早急に異動届出書に必要事項を記載の上、提出してください。また、特別徴収対象者のうち 

     令和6年度について非課税で特別徴収税額がない方についても、給与支払報告書提出後に異動があった場合は、必ず提出してください。   

     なお、申請書が複数枚必要な場合は、申請書をコピーしてご使用ください。 

   提出期限 ・・・ 異動のあった月の翌月10日まで 

   提出先   ・・・ 福島市役所市民税課市民税第一係 ※郵送での提出も可能です。支所では受付できませんのでご注意ください。 

   異動のあった方の税額の徴収 ・・・ 異動の属する月分まで必ず徴収してください。 
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 ① 普通徴収から特別徴収への切り替え 【記入例4】12ページ 
 ・新規採用及び年度途中で採用された方を特別徴収にする場合、「普通徴収から給与所得等に係る特別徴収への切り替え申請書」（13ページ）を 

      コピーし、必要事項を記入のうえ、市民税課市民税第一係に提出してください。 

 ・普通徴収の納期限後の税額の切り替えはできませんので、納期限までに届くようにご提出ください。 
 

 ② 給与支払報告書の提出と異動届の関係（令和7年1～4月の対応について） 
 特別徴収該当として給与支払報告書を提出された方に異動が生じ、令和7年度6月分から特別徴収ができなくなったときは「給与所得者異動届」を 

 提出し、普通徴収への切り替えをしてください。 

 （例）令和7年1月に特別徴収該当として給与支払報告書を提出したが、令和7年3月で退職した場合 

    「異動届」を提出 → 令和7年6月から普通徴収へ 

    4月1日以降に給与の支払いを受けなくなった者がいる場合は、令和7年4月15日（月）必着。 

        （※４月１５日以降にご提出された場合、6月からの特別徴収（当初の通知）に間に合わない場合があります。早期提出にご協力願います。） 
 

（４） 公的年金所得のある方の特別徴収について 
     ４月１日現在、６５歳未満の方の年金所得にかかる市・県民税額は給与からの特別徴収に含めて徴収します。 

     このため、給与から特別徴収で納税されている方で年金所得もある方については、次のとおりの取り扱いとなります。 

     【６５歳以上の方】 

     年金所得分の市・県民税は、原則として「公的年金からの特別徴収」となります。ただし、「公的年金からの特別徴収」の要件に該当しない方について 

     は、年金所得分の市・県民税は「普通徴収」になります。 

     【６５歳未満の方】 

     年金所得分の市・県民税は、「給与からの特別徴収」となります。ただし、申告によって給与所得以外の所得にかかる税額を「自分で納付」とした場合 

     は、給与所得以外の所得にかかる税額は「普通徴収」になります。 
 

（５） 電子申告について 
    前々年度の源泉徴収票の提出枚数が１００枚以上の場合、給与支払報告書の提出をeLTAXまたは光ディスク等で行わなければなりません。 
     （地方税法第３１７条の６） 

     ＜eLTAXのメリット＞ 

1．複数の地方公共団体へまとめて一度に申告できます。 

  税務署へ提出する源泉徴収票についても、eLTAXを利用して一括で作成・提出することが可能です。 

  詳しくはeLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。 

2．市販の税務・会計ソフト（eLTAX対応ソフト）のデータでそのまま申告できます。 

３．eLTAXの利用料は無料です。※事前手続きに必要な電子証明書の取得に際しては、別途費用が必要となります。 

  eLTAXの新規利用手続きはeLTAXホームページ（https://www.eltax.lta.go.jp/eltax/gaiyou/flow/）をご覧ください。 
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（６） 税額変更通知について 
 

 年度途中で納税義務者の税額に変更があった場合、税額の変更通知書を送付します。 

 納税義務者用を従業員の方へ交付していただくとともに、変更された税額を徴収してください。 

 なお、変更の度に新しい納入書を発行しておりませんので、お手元の納入書の金額を訂正して使用してください。（下記参照） 

 変更額がすでに納入した額に影響する場合（還付金や不足額が発生する場合）や訂正した納入書の使用の可否に関するお問い合わせは、納税課納税

 管理係（024－525－3717）までお問い合わせください。 

◎税額に変更があった場合の納入書の記入例 

・すでに印字されている金額を訂正する場合 ・一度金額訂正したものを再度訂正する場合（２回目までなら訂正可） 

①すでに印字され

ている納入金額

（1）を横線で消す 

②納入金額（２）の

「給与分」に訂正後

の金額を記入する 

①納入金額（２）に

記入した金額を横

線で消し、訂正印

（代表者印）を押す 

※窓口に来た担当

者の印でも可 

 

②その上に再度訂

正後の金額を記入

する 

「退職所得分・延滞金・督促手数料」がある場合は、合計額も記入してください。 

ただし、「給与分」のみの場合は、合計額の記入は不要です。 

なお、合計額を記入した後は金額の訂正はできませんのでご注意ください。 
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２ 退職所得に対する市・県民税の特別徴収について 
 

退職所得を支払う際には、次によりその他の所得と区別して退職所得に係る市・県民税を計算し、特別徴収していただくことになります。 

（1） 納入する市町村について 
 

 退職手当等の支払いを受ける方が、支払いを受ける日の属する年の1月1日現在における住所地の市町村に納入していただきます。 
 

（２） 退職所得申告書の提出義務について 
 

● 退職手当等の支払いを受ける方は、その支払いを受ける時までに退職所得申告書（所得税「退職所得に関する申告書」と同一用紙）を、その支払者

を経由して市町村長に提出しなければなりません。（支払者に提出したときに市町村長に提出したものとみなされます。） 

● 支払者は、市町村長が提出を求めるまでの間、退職所得申告書を保存するものとされています。保存期間は退職所得申告書の提出期限の翌年 

   1月10日の翌日から7年間です。 
 

（３） 課税退職所得金額の算出について 
 

次の表により課税退職所得金額を算出します。 

（※） 

1. 一般退職手当等とは、退職手当等のうち、特定役員退職手当等及び短期退職手当等のいずれにも該当しないものをいいます。 

2. 特定役員退職手当等とは、役員としての勤続年数（以下「役員等勤続年数」といいます。）が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する

退職手当等として支払を受けるものをいいます。 

3. 短期退職手当等とは、短期勤続年数（役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については役員等として勤務した

期間がある場合、その期間を含めて計算します。以下同じです。）に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。 

（注） 

1. 課税退職所得金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 

2. 本年中に一般退職手当等、特定役員退職手当等又は短期退職手当等のうち２以上の退職手当等がある場合の課税退職所得金額の計算方法については、国税庁ホームページ

【https://www.nta.go.jp】をご確認ください。 
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（４） 退職所得控除額について 
 

 

次の表により退職所得控除額を求めます。 

（注）左の表における用語の意味は、次のとおりです。 

1. 「勤続年数」とは、退職手当等の支払を受ける人が、退職手当等の支

払者の元においてその退職手当等の支払の基因となった退職の日

まで引き続き勤務した期間により計算した一定の年数をいいます。 

2. 「障害退職の場合」とは、障害者になったことに直接基因して退職し

たと認められる一定の場合をいいます。 

3. 「一般退職の場合」とは、障害退職以外の退職の場合をいいます。 

（５） 退職所得等にかかる市・県民税の計算について 
 以下により市・県民税の税額を求めます。 
 
 

 

（３）の手順で求めた課税退職所得金額 × 税率（※） 
（※）税率 市民税：6％ 県民税：4％ 
 

※福島市ホームページに特別徴収税額算出シートを掲載していますのでご活用ください。 

（https://www.city.fukushima.fukushima.jp/shimin-sdaiichi/kurashi/zekin/shiminze/kenminze/

shotokushurui/779.html） 
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（６） 徴収した税額の納入について 
 

    （１）納入申告書の提出について 
     ①法人の場合【記入例７ページ参照】 
 納入書裏面の「市民税県民税納入申告書（法人様用）」（7ページ参照）に必要事項を記載してください。 

     ②個人事業主の場合 

 納入書裏面の法人様用の納入申告書は使用できません。 

     7ページ「市民税県民税納入申告書（個人事業主様用）」をコピーして必要事項を記載し、市民税課にご提出ください。 
 

    （２）納入の手続き 
     納入書納入金額欄の「退職所得分」に金額を記入し、徴収した翌月の10日までに納入してください。 
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  ［法人用納入申告書］（納入書の裏面）   ［個人事業主用納入申告書］ 
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  退職所得を合算して納入する場合の記載例 

〈表〉 

〈裏〉 

（市民税）      （県民税） 

７２，０００円 ＋ ４８，０００円 ＝ １２０，０００円 

【納入書の記載方法】 

①納入金額を横線で消す。 

②「退職所得分」の欄に裏面（納入申告）に記  

 載した市民税と県民税を合計した金額を記 

 載する。 

③「合計額」の欄に「給与分」と「退職所得分」 

 の合計を記載する 

① ① ① 

② ② ② 

③ ③ ③ 

【納入申告書の記載方法】 

①退職手当等支払金額を記載する。 

②市民税額及び県民税額を記載する。 

① 

② 



 ３　異動届出書の記入例 【記入例1】
（退職により未徴収税額を普通徴収に切り替える場合）

◎異動があった場合は、翌月１０日までに提出してください。

１．異動が令和○年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

人事課　給与係
氏 名 福島　一平

電 話 024-535-1111

009111111

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

特別徴収義務者
指　定　番　号

宛 名 番 号 12
ﾌｸｼﾏｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

〒960-8111
　　　　　　福島市五老内町３番１号

給与支払報告
特 別 徴 収

○

年 1

月

３．普通徴収の場合 ※
摘
要
（

連
絡
欄
）

理
　
由

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）
納入書の要否

（新規の場合のみ記載）
１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合

理
　
由

  左端を空欄とし右詰めで記載

所 属

フリガナ

氏　名

9

9 5

日

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

所　在　地

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規

左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

13,500 25,60039,100 ( 本 人 納 付 )

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

１月１日
現在の住所 福島市本町６番２号

月 円

法 人 番 号

個人番号
又は法人番号

1 0 0

0 0 1

徴収済額

3
退 職
転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支 払 少 額 ・ 不 定 期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

異動後の未徴収

税額の徴収方法

←個人番号の記載に当たっては、

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．

フリガナ

0

（ア）

5 6 7 8 9

（イ） （ウ）

0

氏名又は名称 福島株式会社

シノブ　タロウ

異　動　の　事　由
信夫　太郎

特別徴収税額
（年税額）5

異  　動
年 月 日Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ　６２年　３　月　３　日

02 3 4

10 月から

月まで

○月から

月まで

同上

12345 6

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

１．特別徴収継続の場合

6 7 8 （ア）－（イ）

未徴収税額

○ 日円 円 円

福 島 市 長 様

　　○ 年 ○ 月 ○ 日提出

2 3 4

異動後の
住 所

受給者番号

給
　
与
　
所
　
得
　
者

生年月日

個人番号

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

1

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

（

）

７.その他の理由については、以下の理由

から該当するアルファベットを記入します。

a.総受給者数が２名以下

b.他から支給されている給与から特別

徴収されている。※乙欄適用者を含む

ｃ.専従者給与である。

※上記以外の特別な事情がある場合は、

右下の摘要（連絡欄）に記入してください。

※自己都合による普通徴収への切り替えは

できませんのでご注意ください。

給与支払者の個人番号又は法人番号と、

給与所得者の個人番号を記入します。

給与所得者の個人番号は本人特定に使用する

ため、誤りのないよう必ず記入してください。
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【記入例２】
　（退職者の未徴収税額を一括徴収する場合）

◎異動があった場合は、翌月１０日までに提出してください。

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

３．普通徴収の場合 ※
摘
要
（

連
絡
欄
）

理
　
由

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話
納入書の要否

（新規の場合のみ記載）
１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和５年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

4 6,400

左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

月 日 円26

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

１．特別徴収継続の場合

異動後の
住 所 同上

12345受給者番号

個人番号
又は法人番号

1 00

6 7 8 0 0 1

特別徴収税額
（年税額）

徴収済額

0

所　在　地
〒960-8111
　　　　　　福島市五老内町３番１号

（ア）－（イ）

未徴収税額

シノブ　タロウ

異　動　の　事　由

１月１日
現在の住所 福島市本町６番２号

6

3 5
○

年 1

月

月から

月まで

○月から

月まで

4 5

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

2

32,700 6,40039,100

退 職
転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支 払 少 額 ・ 不 定 期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．

税額の徴収方法

( 本 人 納 付 )

9

給
　
与
　
所
　
得
　
者

年 度

宛 名 番 号 12
フリガナ ﾌｸｼﾏｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

氏名又は名称 福島株式会社

給与支払報告
特 別 徴 収

所 属 人事課　給与係
氏 名 福島　一平

電 話 024-535-1111

福 島 市 長 様

　○年　○月　○日提出

2 3

個人番号

○ 日

異動後の未徴収異  　動
年 月 日生年月日 Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ　６２　年　３　月　３　日

信夫　太郎

04

円 円 円

4

フリガナ

氏　名

0

（ア）

5 6 7 8 9

（イ） （ウ）

2 3

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

 ←個人番号の記載に当たっては、

  左端を空欄とし右詰めで記載

009111111

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

特別徴収義務者
指　定　番　号

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

2

右から

番号を

記入

（

）

4

給与支払者の個人番号又は法人番号と、

給与所得者の個人番号を記入します。

給与所得者の個人番号は本人特定に使用する

ため、誤りのないよう必ず記入してください。

徴収済月および徴収税額は、

一括徴収した税額を納入する月

のひと月前にしてください。

「一括徴収する月」を

必ず記入してください。
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【記入例３】
（転職・転勤により未徴収税額を新しい勤務先で特別徴収する場合）

◎異動があった場合は、翌月１０日まで提出してください。

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

 ←個人番号の記載に当たっては、

  左端を空欄とし右詰めで記載

（イ） （ウ） 異動後の未徴収異  　動
年 月 日生年月日 Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ　６２　年　３　月　３　日

0個人番号 2 3 4

税額の徴収方法
異　動　の　事　由

信夫　太郎

（ア）－（イ）

未徴収税額

5 6 7 8

0

福 島 市 長 様

　○年　○月　○日提出

2 3 4

特別徴収税額
（年税額）

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

氏　名

9

福島株式会社
フリガナ

氏名又は名称

0

（ア）

5 6 7 8 9

39,100異動後の
住 所 同上

12345

( 本 人 納 付 )○ 日円 円 円

１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．

10 月から

月まで

○月から

月まで

1

13,500 25,600

退 職
転 勤

休 職 ・ 長 欠

死 亡

支 払 少 額 ・ 不 定 期

合 併 ・ 解 散

そ の 他

１．

２．

３．

特別徴収継続

一 括 徴 収

普 通 徴 収

受給者番号

１月１日
現在の住所 福島市本町６番２号

6

9 5
○

年 2

月

ﾌｸｼﾏﾀﾞｲﾆｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

人事課　給与係

吾妻　京子

7009222222

個人番号
又は法人番号

1 0 0

0 0 1

徴収済額

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒960-8111
　　　　　　福島市五老内町３番１号

シノブ　タロウ

所　在　地

〒960-8032

　　　　福島市陣場町６番地 担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

１．特別徴収継続の場合

6 5 4 0 0 0 03

３．普通徴収の場合 ※
摘
要
（

連
絡
欄
）

理
　
由

受給者番号

氏名又は名称 福島第二株式会社 電
　

話
024-557-1384 納入書の要否

（新規の場合のみ記載）
１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

円

左記の一括徴収した税額は、

      月分（翌月10日納入期限分）で

納入します。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

009111111

年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

特別徴収義務者
指　定　番　号(宛先）

給与支払報告
特 別 徴 収

月

所 属 人事課　給与係
氏 名 福島　一平

電 話 024-535-1111

宛 名 番 号 12
ﾌｸｼﾏｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

2 1
新しい勤務先へは、月割額   3,200　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

新規 法 人 番 号 9

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

8

日

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

10

右から

番号を

記入

（

）

給与所得者の個人番号又は法人番号と、

給与所得者の個人番号を記入します。

給与所得者の個人番号は本人特定に使用する

ため、誤りのないよう必ず記入してください。

新勤務先に確認のうえ

指定番号・連絡先を記入します。
新勤務先に、月割額・徴収開始月を

申し送りしたうえで記入してください。

また、旧勤務先での徴収済月と

新勤務先での徴収開始月は

ひと月も間が空かないようにお願いします。
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摘　要（連絡欄）

注意事項

1

1 2 3 4
第1期　6月末日 第2期　8月末日 第3期10月末日 第4期　1月末日

　
2

※

3

4

※福島市記入欄※

【記入例４】
（就職等により普通徴収から特別徴収へ切り替える場合）

同上

31.徴収方法の変更
有

無

（上記のほかに6月・7月初旬にも通知書を発送します。） 特別徴収開始月は左記の注意事項のとおり、原則として届出の月の2ヶ
月後になります。

■提出先・お問い合わせ先■ 

有

無

配　　分 異　　動　　事　　由 指　定　番　号 受　給　者　番　号 口座 普区分

〒960-8601  福島市五老内町3番1号

4月1日現在、65歳以上の方は公的年金等所得に係る税額を給与からの特別徴収に
切り替えることはできません。

                   福島市役所市民税課市民税第一係

                 　電話　024-535-1111（内線2426・2427・2428）　　　

月分　（　11　月　10　日納期限分）福島市からの特別徴収税額の通知書発送は下表の日程で送付いたします。なお、日程の詳
細は月によって若干異なりますので、お問い合わせください。

届出時期 通知書発送予定日 給与天引き開始月
より特別徴収を開始します。

二重納付を防ぐため、本人宛普通徴収の納付書を添付してください。納期限後の納付書は個
人で納付してください。（本人宛に届いていない場合は、添付不要です。）

各月月下旬まで 届出月の翌月中旬 原則届出月の2ヶ月後

普通徴収の納期限が過ぎていない普通徴収の納期限が過ぎた税額は、特別徴収へ切り替えることができませんので、納期限ま
でに届くように提出してください。また、過年度相当の普通徴収税額については、特別徴収に
切り替えることはできません。

第 期以降を（参考）福島市個人市民税県民税納期限

（納期限が土曜・日曜・祝日の場合は、金融機関等の翌営業日が納期限となります。）

年 月 日

現　住　所

1月1日現在の住所 福島市

2 4 15

福島市本町6番2号

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フ　リ　ガ　ナ 貴事業所で使用したい受給者番号

納税通知書番号
（本人宛通知書参照）氏　　名 信夫　次郎 12345

生　年　月　日 　大正　・　昭和　・　平成

連
絡
者

係・氏名
　　　　年　　月　　日

ＴＥＬ

人事課給与係　福島一平

（024）535-1111

〒960-8111
　　　福島市五老内町３番１号

シノブ　ジロウ

特別徴収義務者
指　 定 　番　 号 009000000

普通徴収から給与所得に係る特別徴収への切り替え申請書

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

名　　称 福島株式会社福島市長　様

所在地

10

福島市の指定番号をお持ちでない

場合は「新規」と記入してください。

お手元に普通徴収（個人納付）の納税通知

書がある場合は記入してください。（ない場

合は記入不要です。）

丸印をつけてください。
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摘　要（連絡欄）

注意事項

1

1 2 3 4
第1期　6月末日 第2期　8月末日 第3期10月末日 第4期　1月末日

2

※

3

4

※福島市記入欄※

普通徴収から給与所得に係る特別徴収への切り替え申請書

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

福島市長　様

特別徴収義務者
指　 定 　番　 号

  　　年　　月　　日

法人番号

名　　称

所在地
〒

貴事業所で使用したい受給者番号

納税通知書番号
（本人宛通知書参照）

係・氏名

ＴＥＬ （　　　　） －

連
絡
者

生　年　月　日 　大正　・　昭和　・　平成 年 月 日

氏　　名

現　住　所

1月1日現在の住所 福島市

普通徴収の納期限が過ぎていない普通徴収の納期限が過ぎた税額は、特別徴収へ切り替えることができませんので、納期限ま
でに届くように提出してください。また、過年度相当の普通徴収税額については、特別徴収に
切り替えることはできません。

第 期以降を（参考）福島市個人市民税県民税納期限

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フ　リ　ガ　ナ

届出時期 通知書発送予定日 給与天引き開始月
より特別徴収を開始します。各月月下旬まで 届出月の翌月中旬 原則届出月の2ヶ月後

（上記のほかに6月・7月初旬にも通知書を発送します。） 特別徴収開始月は左記の注意事項のとおり、原則として届出の
月の2ヶ月後になります。

二重納付を防ぐため、本人宛普通徴収の納付書を添付してください。納期限後の納付書は個
人で納付してください（本人宛に届いていない場合は、添付不要です。）。 ■提出先・お問い合わせ先■ 

〒960-8601  福島市五老内町3番1号

4月1日現在、65歳以上の方は公的年金等所得に係る税額を給与からの特別徴収
に切り替えることはできません。

                   福島市役所市民税課市民税第一係

                 　電話　024-535-1111（内線2426・2427・2428）　　　

配　　分 異　　動　　事　　由 指　定　番　号 受　給　者　番　号 口座 普区分

31.徴収方法の変更

（納期限が土曜・日曜・祝日の場合は、金融機関等の翌営業日が納期限となります。）

　 月分　（　　　月　　　日納期限分）福島市からの特別徴収税額の通知書発送は下表の日程で送付いたします。なお、日程の詳
細は月によって若干異なりますので、お問い合わせください。

有

無

有

無
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　　　　◎変更があった場合はすみやかに提出してください。

 　

   

法人番号 内線

事       項
フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

○変更の事項のみ記入してください。
○所在地・名称には誤読をさけるために必ずフリガナをつけてください。
○納税者個人の住所の変更・法人の代表者の変更の場合、届出の必要はありません。
◎法人市民税に係る異動届出書は、別途ご提出が必要になります。

※変更理由が合
併か統合の場合
は記入してくださ
い

　事業所名【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福島市指定番号　　　　　　　　　　）】と合併 ・ 統合

　※合併による解散の場合、原則特別徴収義務者指定番号が変更になります。

　※合併・統合の場合は、合併 ・ 統合先への転勤の異動届出書も提出してください。

注）

代表者の
職氏名印

送　付　先

　〒 　〒

　　　　年　　　　月　　　　日

　

名　　　称 年　　　　月　　　　日

所　在　地

　〒 　〒

　　　　年　　　　月　　　　日

　電話　（　　 　）　　　　 -

変更理由  1.　名称変更   　2.　所在地移転　　　3.　送付先変更   　4.　合併 (※)  　5.　特別徴収事務の一本化（統合など） (※)  　6.　その他(　　　　　　)

変　　　　　更　　　　　前 変　　　　　更　　　　　後 変　更　年　月　日

特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書

(

特
別
徴
収
義
務
者

)

給
　
与
　
支
　
払
　
者

所在地

　　　　　年　　月　　日

連 絡 者 の 係
及 び 氏 名

並 び に そ の
電 話 番 号

　係

名　称
　氏名

　　福　島　市　長　 様

特別徴収義務者
指 定 番 号
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６ ゆうちょ銀行・郵便局の指定について 
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納税者本人の定額減税の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。 

なお、均等割および森林環境税のみ課税の方、合計所得金額が1,805万円を超える方は定額減税の対象外です。 

 

 １．納税者本人・・・１万円 
 

 ２．控除対象配偶者または扶養親族（国外居住者を除く）・・・１人につき １万円 

定額減税について 
 

   令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。送付した特別徴収税額の決定・変更通知書（特別徴収義務者用）には、 

   定額減税後の税額を記載しています。 

給与所得にかかる特別徴収の場合 
 
 

 令和６年６月分の特別徴収を行わず、令和６年７月から令和７年５月の1１か月で徴収していただきます。 
 

 （注）定額減税の対象とならない方（均等割および森林環境税のみ課税の方、合計所得金額が1,805万円を超える方）の場合は、年税額を令和6年6月 

    から令和7年5月の12か月で徴収していただきます。 
 

 （注）定額減税後に所得割額が0円（均等割額6,000円のみ）となった場合は、令和6年7月分でまとめて徴収していただきます。 


